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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄消毒装置本体に設けられ内視鏡が収容される洗浄消毒槽と、主剤、緩衝化剤及び希
釈液を調合した消毒液が貯留される薬液タンクと、前記薬液タンクの消毒液を前記洗浄消
毒槽に供給する薬液管路と、前記洗浄消毒槽に水道水を供給する給水管路と、前記洗浄消
毒槽と前記薬液タンクとを接続する薬液回収管路とを備え、
　前記洗浄消毒槽に収容された内視鏡を、前記薬液タンク内に貯留されている消毒液で洗
浄消毒する内視鏡洗浄消毒装置において、
　前記洗浄消毒装置本体は、
　前記主剤が貯留される第１のボトル体、又は前記緩衝化剤が貯留される第２のボトル体
のうち少なくとも該第１のボトル体が収納される収納部及び該収納部にボトル体が収納さ
れた状態において検出信号を出力する検出部を備える前記洗浄消毒装置本体に対して引き
出し自在で、前記ボトル体の口部を一端が前記薬液タンクに連通する薬液供給管路の他端
に設けられた口部配設部に案内する消毒液用トレーと、
　前記検出部から前記収納部に収納された前記ボトル体が第１のボトル体であるときに出
力される検出信号に基づいて、前記主剤と前記緩衝化剤と前記希釈液とを調合して消毒液
を生成するための制御を行う制御部と、
　　を具備することを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項２】
　前記検出部は、
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　前記収納部にボトル体が収納されたか否かを検出する第１の検出部と、
前記収納部に収納されたボトル体が第１のボトル体であるか否かを検出する第２の検出部
と
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項３】
　前記洗浄消毒装置本体は、さらに、　前記消毒液用トレーを引き出し自在な状態又は移
動不能状態とに切り換えるトレー動作切換部を備えることを特徴とする請求項１に記載の
内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記主剤と前記緩衝化剤と前記希釈液とを調合して消毒液を生成するた
めの消毒液調合プログラムに基づいて、前記トレー動作切換部、前記給水管路の給水電磁
弁、３方電磁弁、及び前記薬液回収管路の切替弁のうち少なくとも１つを制御することを
特徴とする請求項１又は請求項２に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項５】
　前記第１のボトル体と前記第２のボトル体とが前記収納部に収納される構成において、
　前記第１のボトル体、又は前記第２のボトル体の少なくとも一方にボトル体の種類を特
定するための特定部を設けることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の内視鏡洗浄
消毒装置。
【請求項６】
　前記薬液タンクに、タンク内の液体の液量を検出する液量検知ユニットを設ける構成に
おいて、
　前記液量検知ユニットは、少なくとも
　前記第１のボトル内の主剤がタンク内に全て供給されたときの液量を検出する主剤水位
検出センサと、
　前記主剤に該主剤を希釈するための希釈液を調合したとき、該希釈液によって希釈され
た該主剤の液量を検出する希釈液水位検出センサと、
　前記希釈された主剤に前記第２のボトル内の緩衝化剤を調合したとき、該主剤と、前記
希釈液と、該緩衝化剤との混合液である消毒液の液量を検出する消毒液水位検出センサと
、
　を具備することを特徴とする請求項５に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項７】
　前記薬液タンクに、タンク内の液体の液量を検出する液量検知ユニットを設ける構成に
おいて、
　前記液量検知ユニットは、少なくとも
　前記第１のボトル内の主剤がタンク内に全て供給されたときの液量を検出する主剤水位
検出センサと、
　前記主剤に前記第２のボトル内の緩衝化剤を調合したとき、該主剤と該緩衝化剤とを合
わせた二液混合液の液量を検出する混合水位検出センサと、
　前記二液混合液に該二液混合液を希釈するための希釈液を調合したとき、前記主剤と、
前記緩衝化剤と、該希釈液との混合液である消毒液の液量を検出する消毒液水位検出セン
サと、
を具備することを特徴とする請求項１又は請求項３に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄消毒槽に収容される内視鏡を、薬液タンク内に貯留された消毒液で洗浄
消毒する内視鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。医療分野用の
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内視鏡は、検査及び治療を目的として体腔内に挿入して使用されるため、一度使用した内
視鏡は必ず洗浄消毒される。そして、一度使用された内視鏡の洗浄消毒を行う場合に、例
えば、内視鏡洗浄消毒装置が使用される。
【０００３】
　例えば、特開２００６－２３０４９３号にはボトル内の液を速やかに薬液タンクに注入
される流路を確実に形成する内視鏡洗浄消毒装置が提案されている。この内視鏡洗浄消毒
装置においては、図１５に示すように消毒液用トレー１２は洗浄消毒装置本体２の前方へ
引き出し自在である。そして、消毒液用トレー１２の収容部１２ａには、図１４、図１５
に示すように２種類のボトルである第１のボトル７０Ａ及び第２のボトル７０Ｂを、例え
ばテープ７９によって、一体に固定して構成されたボトル体７０が収納されるようになっ
ている。なお、図１４及び図１５は従来の内視鏡洗浄消毒装置にかかり、図１４は第１の
ボトルと第２のボトルとを一体にして構成されたボトル体を説明する図、図１５はボトル
体と、ボトル体が収納される消毒液用トレーとを説明する図である。
【０００４】
　第１のボトル７０Ａには消毒液の濃縮された主剤が貯留され、第２のボトル７０Ｂには
緩衝剤が貯留されている。ボトル７０Ａ、７０Ｂはボトル本体７１とキャップ７２とで構
成されている。
【０００５】
　第１のボトル７０Ａと第２のボトル７０Ｂとをテープ７９によって一体に構成されたボ
トル体７０においては、左右方向にそれぞれ突出した突起部７３Ｌ、７３Ｒが設けられ、
ボトル体７０の略中央部には凹部７４Ｌ、７４Ｒとが合わさって構成された孔部７４が設
けられている。
【０００６】
　これらボトル７０Ａ、７０Ｂの構成に対して、消毒液用トレー１２の収容部１２ａには
凹み部（不図示）と凸部１２ｃとが設けられている。凹み部は、収容部１２ａの前面側に
設けられて、ボトル体７０に設けられた突起部７３Ｒ、７３Ｌがそれぞれ配置される。一
方、凸部１２ｃはボトル体７０に設けられた孔部７４内に配置されるように収容部１２ａ
の略中央部に突設している。
【０００７】
　この構成によれば、第１のボトル７０Ａと第２のボトル７０Ｂとを一体にして構成され
たボトル体７０を、消毒液用トレー１２の収容部１２ａに配置させたとき、ボトル体７０
の突起部７３Ｌ、７３Ｒが収容部１２ａに設けられている凹み部内に配置される一方、収
容部１２ａの凸部１２ｃがボトル体７０に構成された孔部７４内に配置される。このこと
によって、消毒液用トレー１２に、適用外の消毒液が誤って配置される不具合を未然に防
止することができる。言い換えれば、消毒液用トレー１２の収容部１２ａ内に、専用のボ
トルだけが配置可能に設計されている。　
　しかし、一部のユーザーからは、適用外の消毒液による洗浄消毒を行いたいとの要望が
ある。
【０００８】
　そして、適用外の消毒液であっても、主剤と緩衝化剤との濃縮率が専用タイプのものと
同じ場合には、その適用外の消毒液の主剤と緩衝化剤とをそれぞれ第１のボトル７０Ａと
第２のボトル７０Ｂとに詰めることによって、専用タイプのものと同様な洗浄消毒が可能
となる。
【０００９】
　また、適用外の消毒液であって、且つ主剤と緩衝化剤との濃縮率が専用タイプのものと
は異なるが、主剤と緩衝化剤とを合わせた容量が専用タイプの容量と同量である場合には
、例えば図１６に示すようにボトル形状を工夫することによって、専用タイプのものと同
様な洗浄消毒が可能になる。即ち、図１６のボトル体を構成する２つのボトルの他の組み
合わせ例を説明する図に示すように、主剤を貯留する第１のボトル７０Ｃと、緩衝化剤を
貯留する第２ボトル７０Ｄとを一体にしたときボトル体７０を構成するように薬液の容量
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を考慮した２種類のボトルを形成する。
【００１０】
　しかしながら、複数種類もある様々な濃縮タイプの消毒液の中で、主剤と緩衝化剤との
濃縮率が専用タイプのものと同じになること、或いは主剤と緩衝化剤との濃縮率は専用タ
イプのものと異なるが主剤と緩衝化剤とを合わせた容量が専用タイプの容量と同量になる
ことは稀である。そして、様々な濃縮タイプの消毒液のボトルを受容することを可能にす
るためには、少なくとも洗浄消毒装置本体に大幅な設計変更を加えなければならない。
【００１１】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、洗浄消毒装置本体を大幅に改造するこ
となく、様々な濃縮タイプの消毒液による洗浄消毒を可能にする内視鏡洗浄消毒装置を提
供することを目的としている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の内視鏡洗浄消毒装置は、洗浄消毒装置本体に設けられ内視鏡が収容される洗浄
消毒槽と、主剤、緩衝化剤及び希釈液を調合した消毒液が貯留される薬液タンクと、前記
薬液タンクの消毒液を前記洗浄消毒槽に供給する薬液管路と、前記洗浄消毒槽に水道水を
供給する給水管路と、前記洗浄消毒槽と前記薬液タンクとを接続する薬液回収管路とを備
え、前記洗浄消毒槽に収容された内視鏡を、前記薬液タンク内に貯留されている消毒液で
洗浄消毒する内視鏡洗浄消毒装置であって、
　前記洗浄消毒装置本体は、前記主剤が貯留される第１のボトル体、又は前記緩衝化剤が
貯留される第２のボトル体のうち少なくとも該第１のボトル体が収納される収納部及び該
収納部にボトル体が収納された状態において検出信号を出力する検出部を備える前記洗浄
消毒装置本体に対して引き出し自在で、前記ボトル体の口部を一端が前記薬液タンクに連
通する薬液供給管路の他端に設けられた口部配設部に案内する消毒液用トレーと、前記検
出部から前記収納部に収納された前記ボトル体が第１のボトル体であるときに出力される
検出信号に基づいて、前記主剤と前記緩衝化剤と前記希釈液とを調合して消毒液を生成す
るための制御を行う制御部とを具備している。
【００１３】
　したがって、制御部の制御の基、、薬液タンク内に第１のボトル体の主剤と、第２のボ
トル体の緩衝化剤と、希釈液である水道水とが送り込まれて消毒液が調合される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１乃至図１１は本発明の一実施形態に係り、図１は内視鏡洗浄消毒装置を説明
する斜視図
【図２】内視鏡洗浄消毒装置を説明するブロック図
【図３】内視鏡洗浄消毒装置のメイン操作パネルを説明する平面図
【図４】内視鏡洗浄消毒装置のサブ操作パネルを説明する平面図
【図５】主剤ボトルの構成例を説明する図
【図６】緩衝剤ボトルの構成例を説明する図
【図７】カセットトレーの構成を説明する図
【図８】消毒液調合プログラムの一例を説明するフローチャート
【図９】カセットトレーの収納部に主剤ボトルを収納した状態を説明する図
【図１０】カセットトレーの収納部に緩衝剤ボトルを収納した状態を説明する図
【図１１】薬液タンク内に主剤ボトルの薬液が供給されている状態を説明する図
【図１２】図１２及び図１３は別の消毒液調合プログラムに基づく消毒液調合工程の手順
を説明する図であり、図１２は液量検知ユニットを説明する図
【図１３】別の消毒液調合プログラムを説明するフローチャート
【図１４】図１４及び図１５は従来の内視鏡洗浄消毒装置にかかり、図１４は第１のボト
ルと第２のボトルとを一体にして構成されたボトル体を説明する図
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【図１５】ボトル体と、ボトル体が収納される消毒液用トレーとを説明する図
【図１６】ボトル体を構成する２つのボトルの他の組み合わせ例を説明する図
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　図１乃至図１１を参照して本発明の一実施形態を説明する。
【００１６】
　図１に示す内視鏡洗浄消毒装置１は、図示しない使用済みの内視鏡を洗浄、消毒するた
めの装置である。内視鏡洗浄消毒装置１は、洗浄消毒装置本体（以下、装置本体と略記す
る）２と、その上部に、例えば図示しない蝶番を介して開閉自在に接続された蓋体である
トップカバー３とにより、主要部が構成されている。
【００１７】
　装置本体２とトップカバー３とは互いに対向する位置に配設され、トップカバー３は、
例えばラッチ８により装置本体２に一体的に固定される構成になっている。
【００１８】
　装置本体２の操作者が近接する図中前面（以下、前面と称す）であって、例えば左側上
部には、装置本体２の前方へ引き出し自在な洗剤／アルコールトレー１１が配設されてい
る。
【００１９】
　洗剤／アルコールトレー１１には洗剤タンク１１ａ及びアルコールタンク１１ｂが収納
されている。洗剤タンク１１ａには、内視鏡を洗浄する際に使用する液体である洗浄剤が
貯留される。アルコールタンク１１ｂには洗浄消毒後の内視鏡を乾燥する際に使用するア
ルコールが貯留される。洗剤／アルコールトレー１１が引き出し自在なことにより、各タ
ンク１１ａ、１１ｂに、所定の液体を補充できるようになっている。
【００２０】
　なお、符号１１ｍは確認窓であり、洗剤／アルコールトレー１１に収納されているタン
ク１１ａ、１１ｂの配置位置に対応している。即ち、ユーザーは、２つの確認窓１１ｍを
覗くことにより、各タンク１１ａ、１１ｂに貯留されている洗浄剤及びアルコールの残量
を目視にて確認できるようになっている。この洗浄剤は、給水フィルタ（図２の符号１７
参照）により濾過処理された水道水により所定の濃度に希釈される濃縮洗剤である。本実
施形態の洗浄液は、前記洗浄剤と前記水道水との混合液である。
【００２１】
　一方、装置本体２の前面であって、例えば右側上部には、装置本体２の前方へ引き出し
自在な消毒液用トレー１２が配設されている。
【００２２】
　消毒液用トレー１２には、前記図１４、１５に示したボトル７０Ａとボトル７０Ｂとを
一体にして構成されたボトル体７０と同形状のボトル６が収納可能である。本実施形態に
おいてボトル６は、内部に過酢酸等の主剤を貯留した第１のボトル（主剤ボトルと記載す
る）６Ａと、内部に緩衝化剤を貯留した第２のボトル（緩衝剤ボトルと記載する）６Ｂと
の２種類である。消毒液用トレー１２が装置本体２に対して引き出し自在なことにより、
主剤ボトル６Ａと緩衝剤ボトル６Ｂとは交換自在である。本実施形態では、前記主剤と前
記緩衝化剤と前記水道水との混合液が消毒液である。
【００２３】
　また、装置本体２の前面であって、消毒液用トレー１２の上部には、洗浄消毒時間の表
示や、消毒液を加温するための指示釦等が配設されたサブ操作パネル１３が配設されてい
る。
【００２４】
　さらに、装置本体２の上面であって、例えば操作者が近接する前面側には、装置本体２
の洗浄、消毒動作スタートスイッチ、及び洗浄、消毒モード選択スイッチ等の設定スイッ
チ類が配設されたメイン操作パネル２５が設けられている。
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【００２５】
　また、装置本体２の上面であって、操作者が近接する前面に対向する側には、装置本体
２に水道水を供給するための、水道栓（図２の符号５参照）に接続されたホースが接続さ
れる給水ホース接続口３１が配設されている。なお、給水ホース接続口３１に、水道水を
濾過するメッシュフィルタが配設される構成であってもよい。
【００２６】
　また、装置本体２の図中前面の下部には、装置本体２の上部に閉じられているトップカ
バー３を、操作者の踏み込み操作によって、装置本体２の上方に対して開くためのペダル
１４が配設されている。
【００２７】
　なお、トップカバー３が開状態のとき、装置本体２の上面の略中央部に設けられた洗浄
消毒槽（図２符号４参照）が現れる。洗浄消毒槽４には、内視鏡が収納自在である。
【００２８】
　図２に示すように洗浄消毒槽４の底面には、槽内に供給された洗浄液、水、アルコール
、消毒液等を排水するための排水口５５が設けられている。
【００２９】
　洗浄消毒槽４の側面の任意の位置には、槽内に供給された洗浄液、水、消毒液等を循環
させるための循環口５６が設けられている。循環口５６から排出される水等は、後述する
ように給水ノズル２４に供給される。なお、循環口５６に、洗浄液等を濾過するメッシュ
フィルタを設けるようにしてもよい。
【００３０】
　また、洗浄消毒槽４の側面には、洗浄消毒槽４に供給された洗浄液、水、消毒液等の水
位を検出するカバー付き水位センサ３２が設けられている。　
　洗浄消毒槽４には、給水管路消毒用ポート７等が設けられている。給水管路消毒用ポー
ト７は、後述するように、洗浄チューブを介して、装置内部の管路に消毒液を供給し、給
水管路を消毒するものである。
【００３１】
　洗浄消毒槽４の上面には洗剤ノズル２２、消毒液ノズル２３、給水ノズル２４が配設さ
れている。洗剤ノズル２２は槽内に洗剤タンク１１ａ内の洗浄液を後述するポンプ４０を
介して供給する。消毒液ノズル２３は槽内に薬液タンク５８の消毒液を供給する。給水ノ
ズル２４は槽内に水道水、または前記循環口５６から吸引した洗浄液、水、消毒液等を供
給する。
【００３２】
　図３を参照してメイン操作パネル２５について説明する。　
　図３に示すようにメイン操作パネル２５には、図中の紙面に向かって見た右方下部側に
、内視鏡洗浄消毒装置１を駆動するためのスタートボタン２５ａ及び停止させるためのス
トップボタン２５ｂが配設されている。また、メイン操作パネル２５には、ストップボタ
ン２５ｂの左側から順にアルコールフラッシュを行うためのボタン２５ｃと、内視鏡の漏
水検知を行うためのボタン２５ｄが配設されている。これらのボタン２５ｃ、２５ｄの上
部側には、アルコールフラッシュ又は漏水検知の各駆動時にその駆動を識別できるように
点灯するＬＥＤなどの発光体が配設されている。
【００３３】
　メイン操作パネル２５の略中央には、コード表示部２５ｆと、装置の駆動時間を表示す
る時間表示部２５ｇが配設されている。メイン操作パネル２５の各表示部２５ｆ、２５ｇ
の右上方の位置には、プログラム選択ボタン２５ｅが配設され、このプログラム選択ボタ
ン２５ｅの操作によりプログラムナンバーを表示するプログラム表示部２５ｈが配設され
ている。また、これらプログラム選択ボタン２５ｅ及びプログラム表示部２５ｈの上方に
は、洗浄工程、消毒工程及び濯ぎ工程の各工程時にＬＥＤなどの発光体により、ユーザー
が目視により確認できる工程表示部２５ｉが設けられている。
【００３４】
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　図４を参照してサブ操作パネル１３について説明する。　
　図４に示すようにサブ操作パネル１３には、図中の紙面に向かって見た下部側に複数の
操作ボタンが配設されている。これら複数の操作ボタンは、左側から順に、オートスター
トボタン１３ａ、送気ボタン１３ｂ、消毒液加温ボタン１３ｃ、給水管路消毒ボタン１３
ｄ、全管路消毒ボタン１３ｅ、消毒液排出ボタン１３ｆ及び消毒液調合ボタン１３ｇであ
る。
【００３５】
　これらのボタン上方には、左から順にプログラムナンバー表示部１３ｊ、洗浄時間表示
部１３ｋ、消毒時間表示部１３ｌ、消毒液使用回数表示部１３ｍが配設されており、それ
ら表示部の更に右側に選択設定ボタン１３ｈ及びセットボタン１３ｉが配設されている。
【００３６】
　なお、通常、本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置１は、メイン操作パネル２５の操作によ
り、使用済みの内視鏡を洗浄／消毒する場合、プログラム選択ボタン２５ｅの操作とスタ
ートボタン２５ａの操作により、予め設定された洗浄／消毒プログラムによって動作を行
う。この洗浄／消毒プログラムは、ユーザーにより任意に洗浄時間、消毒時間などを設定
することが可能であり、その設定を行う際にサブ操作パネル１３の各種ボタンにより行わ
れる。
【００３７】
　ここで、前記図２に戻って、内視鏡洗浄消毒装置１の内部構成について説明する。　
　図２に示すように内視鏡洗浄消毒装置１の給水ホース接続口３１には給水ホース３１ａ
の一端が接続され、この給水ホース３１ａの他端は水道栓口５に接続されている。
【００３８】
　給水ホース接続口３１は、給水管路９の一端と連通している。この給水管路９の他端は
、３方電磁弁１０に接続されており、管路の中途には、給水ホース接続口３１側から順に
、給水電磁弁１５、逆止弁１６及び給水フィルタ１７が介装されている。
【００３９】
　３方電磁弁１０は、流液管路１８の一端と接続されており、給水ノズル２４への給水管
路９又は流液管路１８との連通を内部の弁によって切り換える動作を行う。つまり、給水
ノズル２４は、３方電磁弁１０の切替動作により、給水管路９又は流液管路１８の何れか
一方と連通する。流液管路１８の他端は、流液ポンプ１９に接続されている。
【００４０】
　洗浄消毒槽４に配設された循環口５６には循環管路２０の一端が接続されている。循環
管路２０の他端は、流液ポンプ１９を介して前記流液管路１８の他端及びチャンネルポン
プ２６を介してチャンネル管路２１の一端と連通するように、２つに分岐している。
【００４１】
　チャンネル管路２１の他端は、各送気送水／鉗子口用ポート３３に連通している。なお
、図中においては、各送気送水／鉗子口用ポート３３を１つだけ図示している。
【００４２】
　チャンネル管路２１の中途には、前記チャンネルポンプ２６側から順に、チャンネルブ
ロック２７、ＣＨ（チャンネル）電磁２８及び逆止弁２９が介装されている。
【００４３】
　洗浄消毒槽４に設置された給水管路消毒用ポート７には、消毒用管路３７の一端が接続
されている。この消毒用管路３７の他端は、給水フィルタ１７と逆止弁１６との間におい
て、給水管路９に接続されている。消毒用管路３７の給水管路消毒用ポート７側には逆止
弁３８が介装されている。
【００４４】
　洗剤ノズル２２には、洗浄剤管路３９の一端が接続されており、この洗浄剤管路３９の
他端は洗剤タンク１１ａに接続されている。この洗浄剤管路３９の中途には洗浄剤供給ポ
ンプ４０が介装されている。
【００４５】
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　アルコールタンク１１ｂには、アルコール管路４１の一端が接続されており、このアル
コール管路４１の他端はチャンネル管路２１と所定の状態で連通するように、チャンネル
ブロック２７に接続されている。このアルコール管路４１のアルコールタンク１１ｂ側に
はアルコール供給ポンプ４２が介装され、チャンネルブロック２７側には電磁弁４３が介
装されている。
【００４６】
　チャンネルブロック２７には、エアポンプ４５からの空気を供給するためのエア管路４
４の一端が所定の状態でチャンネル管路２１に連通するように接続されている。このエア
管路４４の他端はエアフィルタ４６を介してエアポンプ４５に接続されている。エア管路
４４のチャンネルブロック２７側には逆止弁４７が介装されている。
【００４７】
　洗浄消毒槽４の排水口５５には切替弁５７が配設されている。切替弁５７の弁の切替動
作により、槽内の洗浄液を装置外へ排出すること、或いは槽内の消毒液を薬液タンク５８
に回収することができるようになっている。切替弁５７には排水管路５９の一端と、薬液
回収管路６１の一端とが接続されている。排水管路５９の他端は、外部排水口へ接続され
る排水ホースに排水ポンプ６０を介して接続される。薬液回収管路６１の他端は、薬液タ
ンク５８に接続されている。
【００４８】
　薬液タンク５８には薬液供給管路６２の一端が接続されている。薬液供給管路６２の他
端は、消毒液用トレー１２に所定の状態で接続されている。ボトル６Ａ、６Ｂの何れかを
１つを収納した消毒液用トレー１２が装置本体２内にセットされることによって、主剤ボ
トル６Ａ内の薬液、或いは緩衝剤ボトル６Ｂ内の薬液が、薬液供給管路６２を介して薬液
タンク５８内に供給されるようになっている。
【００４９】
　符号１２３は検出部を構成するボトル検出スイッチであり、消毒液用トレー１２内にボ
トル６Ａ、６Ｂの何れかが収納されているか否かを検出する。符号１２４は検出部を構成
するボトル判定スイッチであり、例えば消毒液用トレー１２内に主剤ボトル６Ａが収納さ
れている状態においては検出信号を出力することなく、緩衝剤ボトル６Ｂが収納されてい
る状態においてのみ検出信号を出力する。スイッチ１２３、１２４は例えば突没自在な機
械式のスイッチであり、突出した状態から押し込まれた状態に変化することによって検出
信号を出力する。
【００５０】
　符号２ａはロックスイッチであり、消毒液用トレー１２を引き出し自在な状態と、移動
不能状態とに切り換えるトレー動作切換部である。ロックスイッチ２ａは後述する制御部
９０の制御の基、ロック状態からフリー状態への切り換え、及びフリー状態からロック状
態への切り換えが可能であると共に、消毒液用トレー１２が装置本体２内に所定の状態で
押し戻されたたとき、図示しない付勢部材の付勢力によってフリー状態からロック状態に
変化する。ロックスイッチ２ａは、ロック状態のとき、ロック信号を制御部９０に出力す
る。スイッチ１２３、１２４からの検出信号も制御部９０に出力される。
【００５１】
　薬液タンク５８内には一端に吸引フィルタ６３を設けた薬液管路６４の一端部分が配設
されている。この薬液管路６４の他端は薬液ポンプ６５を介して消毒液ノズル２３に接続
されている。
【００５２】
　洗浄消毒槽４の上面には薬液タンク５８内に貯留される液体の液量を検出する液量検知
ユニット８０が設けられている。液量検知ユニット８０には長さの異なる複数の電極セン
サ８１ａ、８１ｂ、８１ｃ、８１ｄ、８１ｅが備えられている。
【００５３】
　第１電極センサ８１ａはアース用の電極である。第２電極センサ８１ｂは主剤水位検出
センサであって、主剤ボトル６Ａから薬液タンク５８に供給される薬液の液量を検知する
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電極である。第３電極センサ８１ｃは希釈液水位検出センサであって、主剤ボトル６Ａの
薬液を希釈液である水で希釈するときにその水が規定量に達したときの液量を検知する電
極である。第４電極センサ８１ｄは消毒液水位検出センサであって、主剤ボトル６Ａの薬
液と希釈液である水と緩衝剤ボトル６Ｂの薬液とが混合して生成される消毒液の液量を検
知する電極である。第５電極センサ８１ｅは洗浄消毒状態において洗浄消毒槽４に消毒液
を供給するために必要な最低の液量を検知するための電極である。
【００５４】
　制御部９０は、外部のＡＣコンセントから電力が供給される電源９１と電気的に接続さ
れている。制御部９０は、図３及び図４に示したメイン操作パネル２５及びサブ操作パネ
ル１３から供給される各種信号に基づいて、上述した各ポンプ、各電磁弁、各スイッチな
どを駆動制御する。
【００５５】
　記憶装置９２は、プログラムメモリ９３、作業メモリ９４を備えている。プログラムメ
モリ９３には各種プログラムが格納されている。作業メモリ９４はプログラムに基づいて
動作されている各ポンプ、各電磁弁、各スイッチの動作状態を記憶する。制御部９０と記
憶装置９２とを備えて制御装置が構成される。
【００５６】
　なお、制御部９０は、図示しない温度検知センサからの検知結果に基づいて、消毒液を
所定の温度に保つようにヒータ（不図示）を駆動、停止する制御等も行う。
【００５７】
　図５乃至図７を参照してボトル及びカセットトレーの構成例を説明する。　
　図５は主剤ボトル６Ａであり、薬液が貯留される箱状のボトル本体６ｆと円筒形状のキ
ャップ６ｅとで構成されている。該主剤ボトル６Ａの形状は、前記図１４、１５に示され
ている第１のボトル７０Ａと第２のボトル７０Ｂとをテープ７９によって一体に固定して
構成されたボトル体７０と同形状である。
【００５８】
　ボトル本体６ｆは、貯留された薬液が排出される開口を備える略円筒形状の口部６ｇを
有する。口部６ｇにはキャップ６ｅが取り付けられるようになっている。口部６ｇ内には
開口を閉塞する閉塞部６ｈが設けられている。閉塞部６ｈの外周は薄肉部６ｉとして構成
され、該薄肉部６ｉは口部６ｇの内周面全体に渡って設けられている。
【００５９】
　また、ボトル本体６ｆの図中の側壁底部側には一対の突起部６ｋが設けられている。さ
らに、ボトル本体６ｆには第１貫通孔６ｍ及び第２貫通孔６ｎが設けられている。第１貫
通孔６ｍは図７の後述する凸部１２５が配置される逃がし孔であり、第２貫通孔６ｎはボ
トルが主剤ボトル６Ａであるか緩衝剤ボトル６Ｂかを特定するための特定部となる逃がし
孔である。第２貫通孔６ｎにはボトル判定スイッチ（以下、第２検出部と記載する）１２
４が配置される
　なお、本実施形態の主剤ボトル６Ａにおいては、ボトル内に一種類の薬液が貯留されて
いるにも関わらず、２つの口部６ｇを備えている。
【００６０】
　図６は緩衝剤ボトル６Ｂであり、該緩衝剤ボトル６Ｂを構成するボトル本体６ｆには凸
部１２５が配置される第１貫通孔６ｍだけが設けられている。その他の緩衝剤ボトル６Ｂ
の構成は主剤ボトル６Ａと同様であり、緩衝剤ボトル６Ｂの形状も主剤ボトル６Ａの形状
と同形状である。
【００６１】
　図７に示すように消毒液用トレー１２は収納部１２０を備えている。収納部１２０には
一対の突起部６ｋを設けたボトル６Ａ、６Ｂが収納される。そのため、収納部１２０には
ボトル６Ａ、６Ｂが備える一対の突起部６ｋに対応する係合部１２１が設けられている。
【００６２】
　収納部１２０の底面１２２にはボトル検出スイッチ（以下、第１検出部と記載する）１
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２３及び第２検出部１２４に加えて凸部１２５が設けられている。凸部１２５は、ボトル
が収納部１２０に対応するか否かを機械的に判断するための判定手段である。
【００６３】
　この構成によれば、収納部１２０に緩衝剤ボトル６Ｂが配置されたとき、ボトル本体６
ｆによって第１検出部１２３及び第２検出部１２４がオン操作される。すると、第１検出
部１２３から制御部９０に向けて第１検出信号が出力されるとともに、第２検出部１２４
から制御部９０に向けて第２検出信号が出力される。
【００６４】
　一方、収納部１２０に主剤ボトル６Ａが配置されたとき、主剤ボトル６Ａのボトル本体
６ｆの第２貫通孔６ｎ内に第２検出部１２４が配置されることによって、ボトル本体６ｆ
によって第１検出部１２３だけがオン操作される。したがって、収納部１２０に主剤ボト
ル６Ａが配置されたとき、第１検出部１２３から制御部９０に向けて第１検出信号だけ出
力される。
【００６５】
　なお、図７の符号１２６は案内部材である。収納部１２０にボトル６Ａ、６Ｂの何れか
を収納した状態において、消毒液用トレー１２を装置本体２に押し戻すとき、該収納部１
２０内に収納されたボトル６Ａ、６Ｂの上側角部が案内部材１２６に当接する。すると、
消毒液用トレー１２の移動に伴って、該ボトル６Ａ、６Ｂの口部６ｇが閉塞部開放部１２
７を備える口部配設部１２８に案内されていき、該消毒液用トレー１２が装置本体２内に
押し戻された状態のとき、閉塞部６ｈの薄肉部６ｉが閉塞部開放部１２７によって突き破
られる。このことによって、ボトル６Ａ、６Ｂ内の薬液がボトル本体６ｆ内から排出され
て薬液タンク５８内に供給される。閉塞部開放部１２７は前記薬液供給管路６２の他端を
構成している。
【００６６】
　上述のように構成された内視鏡洗浄消毒装置１の作用を説明する。　
　内視鏡洗浄消毒装置１の制御部９０は、消毒液が予め設定された回数だけ内視鏡の洗浄
消毒に使用された判定したとき、メイン操作パネル２５又はサブ操作パネル１３上の表示
部に消毒液の交換を促す指示を表示させる制御を行う。消毒液交換の指示を確認したユー
ザーは、消毒液交換作業を行う。
【００６７】
　消毒液交換作業は、消毒液排出工程と、消毒液調合工程との二工程で行われる。
【００６８】
　まず、ユーザーは、内視鏡洗浄消毒装置１のサブ操作パネル１３に備えられている消毒
液排出ボタン１３ｆを操作する。すると、消毒液排出ボタン１３ｆから制御部９０に指示
信号が出力され、この指示信号を受けた制御部９０は、プログラムメモリ９３に格納され
ている消毒液排出プログラムに基づく制御を開始する。
【００６９】
　即ち、薬液ポンプ６５、切替弁５７、排水ポンプ６０が制御部９０の制御の基に駆動さ
れて、薬液タンク５８内の消毒液が、薬液管路６４、消毒液ノズル２３、洗浄消毒槽４、
排水口５５、排水管路５９、及び排水ホースを介して外部排水口から排出される。この間
、ユーザーは、消毒液調合工程で使用するボトル６Ａ、６Ｂが納められている図示しない
交換ボトルセットを用意する。
【００７０】
　消毒液排出プログラムに基づく、所定の消毒液排出工程が終了すると、メイン操作パネ
ル２５又はサブ操作パネル１３上の表示部に消毒液調合工程の開始を促す指示が表示され
る。ここで、ユーザーは消毒液調合工程を開始する。
【００７１】
　図８乃至図１１を参照して消毒液調合プログラムに基づく消毒液調合工程の手順を説明
する。　
　まず、ユーザーは、内視鏡洗浄消毒装置１のサブ操作パネル１３に備えられている消毒
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液調合ボタン１３ｇを操作する。すると、消毒液調合ボタン１３ｇから制御部９０に指示
信号が出力され、この指示信号を受けた制御部９０は、プログラムメモリ９３に格納され
ている消毒液調合プログラムに基づく制御を開始する。
【００７２】
　即ち、図８のステップＳ１に示すように制御部９０は、作業メモリ９４の初期化を行う
。このとき、消毒液用トレー１２の収納部１２０には空の緩衝剤ボトル６Ｂが収納されて
いるが作業メモリ９４には第１検出部１２３＝ＯＦＦ、第２検出部１２４＝ＯＦＦ」が記
憶される。また、ロックスイッチ２ａもロック状態であるが、作業メモリ９４には「ロッ
クスイッチ＝ＯＦＦ」が記憶される。
【００７３】
　ステップＳ２において制御部９０は、ロックスイッチ２ａのロック状態を解除する制御
信号を出力して、ロックスイッチ２ａのロック状態を解除する。すると、ロックスイッチ
２ａのロック状態が解除されることによって、該ロックスイッチ２ａからのロック信号の
出力が停止される。このとき、作業メモリ９４には「ロックスイッチ＝ＯＦＦ」が記憶さ
れる。
【００７４】
　この後、制御部９０はステップＳ３に示すボトル検出処理に移行する。ボトル検出処理
は、収納部１２０のボトルの有無を確認する処理であり第１検出部１２３がＯＮであるか
否かを判定する。第１検出部１２３がＯＦＦからＯＮに切り替わったら、ステップＳ４の
ボトル判定処理に移行する。即ち、制御部９０は、第１検出部１２３がＯＦＦからＯＮに
切り替わるまでの間、待機状態になる。
【００７５】
　その間、前記消毒液調合ボタン１３ｇを操作したユーザーは、消毒液用トレー１２を装
置本体２の前方へ引き出す。そして、消毒液用トレー１２の収納部１２０に収納されてい
る空の緩衝剤ボトル６Ｂを取り外す。すると、作業メモリ９４は「第１検出部１２３＝Ｏ
ＦＦ、第２検出部１２４＝ＯＦＦ」が記憶される。　
　その後、空の緩衝剤ボトル６Ｂを収納部１２０から取り出したユーザーは、主剤ボトル
６Ａを収納部１２０に収納する。
【００７６】
　このとき、ユーザーが図９に示すように消毒液用トレー１２の収納部１２０に主剤ボト
ル６Ａを配置した場合には、第１検出部１２３から制御部９０に第１検出信号が出力され
る。一方、ユーザーが図１０に示すように消毒液用トレー１２の収納部１２０に誤って緩
衝剤ボトル６Ｂを配置してしまった場合には、制御部９０に第１検出部１２３からの第１
検出信号と、第２検出部１２４からの第２検出信号とが出力される。
【００７７】
　すなわち、ユーザーが収納部１２０にボトルを収納すると、ボトルの種類にかかわらず
、第１検出部１２３はＯＦＦからＯＮに切り替わる。このことによって、制御部はステッ
プＳ４に移行し、作業メモリ９４には「第１検出部１２３＝ＯＮ」が記憶される。
【００７８】
　ステップＳ４のボトル判定処理は、第２検出部１２３がＯＦＦであるかＯＮであるかを
判定する処理であり、ＯＦＦのときはステップＳ５に移行し、ＯＮのときはステップＳ２
１に移行する。
【００７９】
　具体的に、ボトルが図９に示す配置状態においてはステップＳ５に移行し、ボトルが図
１０に示す配置状態においてはステップＳ２１に移行する。ステップＳ２１に移行すると
き、作業メモリ９４には「第２検出部１２４＝ＯＮ」が記憶される。
【００８０】
　ステップＳ２１は誤ボトル告知処理であり、制御部９０は、例えば、警告音の発報の開
始を指示する発報信号を図示しないブザーに出力して、ブザーから警告音を発報させる。
この後、制御部９０はステップＳ２２の誤ボトル取り外し処理に移行する。
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【００８１】
　誤ボトル取り外し処理は、第１検出部１２３がＯＦＦ、又は第２検出部１２４がＯＦＦ
、又は第１検出部１２３がＯＦＦで、かつ第２検出部１２４がＯＦＦであるか判定する処
理である。本実施形態において、制御部９０は、第１検出部１２３及び第２検出部１２４
が共にＯＦＦに切り替わるか否かを判定し、切り替わったことを判定したなら、ステップ
Ｓ２３の告知停止処理を行い、ステップＳ３のボトル検出処理に移行する。言い換えれば
、制御部９０は第１検出部１２３及び第２検出部１２４が共にＯＮからＯＦＦに切り替わ
るまでの間、待機状態になる。ステップＳ２３において制御部９０は、ブザーに警告音の
発報の中止を指示する発報停止信号を出力する。
【００８２】
　ボトルを収納部１２０に緩衝剤ボトル６Ｂを配置したユーザーは、ボトルの配置と略同
時にブザーから警告音が発報されることによって、瞬時に収納部１２０に配置したボトル
が主剤ボトル６Ａではなかったと判断できる。その後、ユーザーは、収納部１２０から緩
衝剤ボトル６Ｂを取り出し、その代わりに、主剤ボトル６Ａを収納部１２０に配置する。
【００８３】
　この間、作業メモリ９４には「第１検出部１２３＝ＯＦＦ、第２検出部ＯＦＦ」が記憶
され、その直後には、「第１検出部１２３＝ＯＮ、第２検出部ＯＦＦ」が記憶される。
【００８４】
　なお、ステップＳ２１からステップＳ２２に移行する間に、ステップＳ２１ａに示すロ
ック処理を行うようにしてもよい。ステップＳ２１ａに示すロック処理は、フリー状態の
ロックスイッチ２ａにロック状態に切り換える制御信号を出力する処理である。即ち、収
納部１２０に緩衝剤ボトル６Ｂが収納された状態において、ロックスイッチ２ａがロック
状態に切り換わることによって、消毒液用トレー１２の装置本体２側への押し戻しが不可
能な状態になる。この場合、ロックスイッチ２ａのロック状態は、ステップＳ２２の後に
解除される。
【００８５】
　ステップＳ５は、ロック信号検出処理である。ロック信号検出処理は、制御部９０によ
ってロックスイッチ２ａから出力されたロック信号の有無を検出する処理であり、ロック
スイッチ２ａがＯＦＦからＯＮに切り替わったなら、ステップＳ６の希釈処理に移行する
。即ち、制御部９０は、ロックスイッチ２ａがＯＦＦからＯＮに切り替わるまでの間、待
機状態になる。
【００８６】
　その間、主剤ボトル６Ａを収納部１２０に収納したユーザーは、消毒液用トレー１２の
装置本体２側への押し戻しを行う。そして、消毒液用トレー１２が装置本体２内に所定状
態に納められると、閉塞部６ｈの薄肉部６ｉが閉塞部開放部１２７によって突き破られて
、図１１に示すように主剤ボトル６Ａ内の薬液が薬液タンク５８内に供給されていく。ま
た、このとき、作業メモリ９４には「ロックスイッチ＝ＯＮ」が記憶される。
【００８７】
　その後、ユーザーは、主剤ボトル６Ａ内の薬液が薬液タンク５８内に排出されまでの間
、及び、その薬液が水道水で希釈されるまでの間、第２ボトル６Ｂの薬液を薬液タンク５
８に供給するための準備等を行う。
【００８８】
　ステップＳ６の希釈処理は、主剤水位検出処理と希釈液水位検出処理とを備え、第３電
極センサ８１ｃから出力される第３電極信号を検出するまで続行される。制御部９０は、
ステップＳ６において第３電極信号を検出すると、ステップＳ７に移行する。
【００８９】
　なお、主剤水位検出処理は、主剤ボトル６Ａから薬液タンク５８内に供給されている薬
液が第２電極センサ８１ｂに到達して、該第２電極センサ８１ｂから第２電極信号を出力
するまで行われる。制御部９０は、第２電極信号を検出すると、希釈液水位検出処理に移
行する。
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【００９０】
　希釈液水位検出処理は、薬液タンク５８内に供給された主剤ボトル６Ａの薬液を所望す
る希釈量にする処理であり、制御部９０の制御の基、薬液タンク５８内に供給される水道
水が第３電極センサ８１ｃに到達して、該第３電極センサ８１ｃから第３電極信号が出力
されるまで行われる。
【００９１】
　具体的に、希釈液水位検出処理において制御部９０は、給水電磁弁１５を開く制御、３
方電磁弁１０を給水ノズル２４側に連通させる制御、給水された水が排水口５５を通過し
て薬液タンク５８に流れ込むように切替弁５７を開く制御を行う。そして、制御部９０は
、第３電極センサ８１ｃから出力される第３電極信号を検出すると、給水電磁弁１５を閉
じる制御、切替弁５７を閉じる制御を行う。
【００９２】
　ステップＳ７は緩衝剤投入指示処理であり、制御部９０は、例えば、メイン操作パネル
２５又はサブ操作パネル１３上の表示部に緩衝剤投入を促す指示を表示させる制御、また
は告知音を発報する制御を行うとともに、ロックスイッチ２ａのロック状態を解除する制
御を行い、ステップＳ８のボトル交換処理に移行する。
【００９３】
　ボトル交換処理は、第１検出部１２３がＯＮからＯＦＦに切り替わったか否かを判定す
る処理であり、第１検出部１２３がＯＮからＯＦＦに切り替わったら、ステップ９のボト
ル検出処理に移行する。
【００９４】
　なお、ロックスイッチ２ａのロック状態が解除されると、該ロックスイッチ２ａからロ
ック信号の出力が停止される。このため、作業メモリ９４には「ロックスイッチ＝ＯＦＦ
」が記憶される。また、制御部９０は、第１検出部１２３がＯＮからＯＦＦに切り替わる
までの間、待機状態になる。
【００９５】
　その間、ユーザーは、表示部に表示された指示を確認後、消毒液用トレー１２を装置本
体２の前方へ引き出す。そして、消毒液用トレー１２の収納部１２０に収納されている空
の主剤ボトル６Ａを取り外す。すると、作業メモリ９４には「第１検出部１２３＝ＯＦＦ
」が記憶される。
【００９６】
　ステップＳ９のボトル検出処理は、ボトルの有無を検出する処理、即ち、第１検出部１
２３がＯＮであるか否かを判定する処理であり、第１検出部１２３がＯＦＦからＯＮに切
り替わったら、ステップＳ１０のボトル判定処理に移行する。即ち、制御部９０は、第１
検出部１２３がＯＦＦからＯＮに切り替わるまでの間、待機状態になる。
【００９７】
　その間、ユーザーは、緩衝剤ボトル６Ｂを収納部１２０に収納する。このとき、ユーザ
ーが前記図１０に示すように収納部１２０に緩衝剤ボトル６Ｂを配置した場合には、制御
部９０に第１検出部１２３からの第１検出信号と、第２検出部１２４からの第２検出信号
とが出力される。一方、図９に示すように誤って収納部１２０に主剤ボトル６Ａを配置さ
せてしまった場合には、第１検出部１２３から制御部９０に第１検出信号が出力される。
【００９８】
　すなわち、ユーザーが収納部１２０にボトルを収納すると、ボトルの種類にかかわらず
、第１検出部１２３はＯＦＦからＯＮに切り替わる。このとき、制御部はステップＳ１０
に移行し、作業メモリ９４には「第１検出部１２３＝ＯＮ」が記憶される。
【００９９】
　ステップＳ１０のボトル判定処理は、第２検出部１２３がＯＦＦであるかＯＮであるか
を判定する処理であり、ＯＮのときはステップＳ１１に移行し、ＯＦＦのときはステップ
Ｓ２４に移行する。つまり、ボトルが図１０に示す配置状態においてはステップＳ１１に
移行し、作業メモリ９４には「第２検出部１２３＝ＯＮ」が記憶される。一方、図９に示
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す配置状態においてはステップＳ２４に移行する。
【０１００】
　ステップＳ１１はロック信号検出処理であり、制御部９０は、ロックスイッチ２ａから
出力されるロック信号の有無を検出する。ロックスイッチ２ａがＯＦＦからＯＮに切り替
わったら、ステップＳ１２の消毒液調合処理に移行する。即ち、制御部９０は、ロックス
イッチ２ａがＯＦＦからＯＮに切り替わるまでの間、待機状態になる。
【０１０１】
　その間、緩衝剤ボトル６Ｂを収納部１２０に収納したユーザーは、消毒液用トレー１２
の装置本体２側への押し戻しを行う。そして、消毒液用トレー１２が装置本体２内に所定
の状態で納められると、閉塞部６ｈの薄肉部６ｉが閉塞部開放部１２７によって突き破ら
れて、図１１に示すように緩衝剤ボトル６Ｂ内の薬液が薬液タンク５８内に供給されてい
く。このとき、作業メモリ９４には「ロックスイッチ＝ＯＮ」が記憶される。
【０１０２】
　この後、ユーザーは、メイン操作パネル２５又はサブ操作パネル１３上の例えば表示部
に、消毒液の調合が終了したことが告知されるまでの間、待機状態になる。
【０１０３】
　ステップＳ１２の消毒液調合処理は、第４電極センサ８１ｄから出力される第４電極信
号を検出するまで続行される。制御部９０は、ステップＳ１２において第４電極信号を検
出すると、ステップＳ１３に移行する。
【０１０４】
　ステップＳ１３は調合完了告知処理であり、制御部９０は、ユーザーに消毒液の調合が
終了した旨を告知するために、メイン操作パネル２５又はサブ操作パネル１３上の例えば
表示部に、消毒液の調合が終了した旨を告知する制御を行う。このことによって、消毒液
調合プログラムに基づく消毒液調合工程は終了となる。
【０１０５】
　なお、ステップＳ２４は前記ステップＳ２１と同様の誤ボトル告知処理であり、制御部
９０は、ブザーから警告音を発報させる。この後、制御部９０はステップＳ２５の誤ボト
ル取り外し処理に移行する。
【０１０６】
　誤ボトル取り外し処理において制御部９０は、前記ステップＳ２２と同様に、第１検出
部１２３及び第２検出部１２４が共にＯＦＦに切り替わるか否かを判定し、切り替わった
ことを判定したなら、ステップＳ２６の告知停止処理を行い、ステップＳ９のボトル検出
処理に移行する。
【０１０７】
　ボトルを収納部１２０にボトル配置したユーザーは、ボトルの配置と略同時にブザーか
ら警告音が発報されることによって、瞬時に収納部１２０に配置したボトルが緩衝剤ボト
ル６Ｂではなかったと判断できる。その後、ユーザーは、収納部１２０から主剤ボトル６
Ａを取り出し、その代わりに、緩衝剤ボトル６Ｂを収納部１２０に配置する。
【０１０８】
　この間、作業メモリ９４には「第１検出部１２３＝ＯＦＦ、第２検出部ＯＦＦ」が記憶
されるとともに、その直後に、「第１検出部１２３＝ＯＮ、第２検出部ＯＮ」が記憶され
る。
【０１０９】
　このように、ボトル体形状のボトル６Ａ、６Ｂにそれぞれ様々な消毒液の主剤と緩衝化
剤とを貯留する一方、これらボトル６Ａ、６Ｂが収納される消毒液用トレー１２の収納部
１２０にボトル検出スイッチ１２３と、ボトル判定スイッチ１２４とを設ける。そして、
これらボトル６Ａ、６Ｂ及びスイッチ１２３、１２４を備える消毒液用トレー１２に合わ
せた消毒液調合プログラムを用意する。このことによって、内視鏡洗浄消毒装置１の洗浄
消毒装置本体２に大幅な設計変更を加えることなく、複数の様々な消毒液を使用して専用
タイプのものと同様に洗浄消毒を行うことができる。
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【０１１０】
　なお、本実施形態においては、ボトル検出スイッチ１２３、１２４を突没自在な機械式
のスイッチとして説明している。このため、本実施形態の収納部１２０に前記図１４、図
１５等に示すボトル７０Ａ、７０Ｂをボトル体７０として構成して収納する場合には、ボ
トル検出スイッチ１２３、１２４を例えば光電スイッチ等の非接触型の電気的スイッチに
する。このことによって、ボトル７０Ａ、７０Ｂにボトル検出スイッチ１２３、１２４を
逃がすための逃がし部を形成することなく、即ち、ボトル７０Ａ、７０Ｂの設計変更を行
うことなく収納部１２０への収納が可能になる。
【０１１１】
　また、消毒液調合工程の手順は、上述した消毒液調合プログラムに基づく手順に限定さ
れるものではなく、別の消毒液調合プログラムに基づいた手順であってもよい。
【０１１２】
　図１２及び図１３は別の消毒液調合プログラムに基づく消毒液調合工程の手順を説明す
る図であり、図１２は液量検知ユニットを説明する図であり、図１３は別の消毒液調合プ
ログラムを説明するフローチャートである。
【０１１３】
　なお、図１３に示す消毒液調合プログラムは、ステップＳ５まで上述した実施形態の消
毒液調合プログラムと同様である。また、本実施形態の消毒液調合プログラムを便宜上、
上述した実施形態の消毒液調合プログラムに対して第２消毒液調合プログラムと記載する
。そして、上述した実施形態の消毒液調合プログラムを、この第２消毒液調合プログラム
に対して、必要に応じて第１消毒液調合プログラムとも記載する。
【０１１４】
　図１２に示すように本実施形態においては、洗浄消毒槽４に緩衝化剤容量検出センサ１
３２を設けている。緩衝化剤容量検出センサ１３２は、洗浄消毒槽４に注入された緩衝化
剤の容量を検出するためのセンサであり、緩衝剤液の水位が緩衝化剤容量検出センサ１３
２に到達している状態のとき、制御部９０に緩衝化剤検出信号を出力する。
【０１１５】
　一方、液量検知ユニット８０Ａには長さの異なる複数の電極センサ８１ａ、８１ｂ、８
１ｄ、８１ｅ、８１ｆが備えられている。本実施形態においては、前記第３電極センサ８
１ｃの代わりに、第６電極センサ８１ｆが備えられている。
【０１１６】
　第１電極センサ８１ａはアース用の電極である。第２電極センサ８１ｂは主剤水位検出
センサであって、主剤ボトル６Ａから薬液タンク５８に供給される薬液の液量を検知する
電極である。第４電極センサ８１ｄは消毒液水位検出センサであって、主剤ボトル６Ａの
薬液と希釈液である水と洗浄消毒槽４に貯留されて供給された薬液とが混合して生成され
る消毒液の液量を検知する電極である。第５電極センサ８１ｅは洗浄消毒状態において洗
浄消毒槽４に消毒液を供給するために必要な最低の液量を検知するための電極である。第
６電極センサ８１ｆは混合水位検出センサであって、主剤ボトル６Ａから供給された主剤
と洗浄消毒槽４に貯留されて供給された緩衝化剤とを合わせた二液混合液の液量を検知す
る電極である。
【０１１７】
　まず、ユーザーは、内視鏡洗浄消毒装置１のサブ操作パネル１３に備えられている消毒
液調合ボタン１３ｇを操作する。すると、消毒液調合ボタン１３ｇから制御部９０に指示
信号が出力され、この指示信号を受けた制御部９０は、プログラムメモリ９３に格納され
ている第２消毒液調合プログラムに基づく制御を開始する。
【０１１８】
　即ち、図１３のステップＳ１に示すように制御部９０は、作業メモリ９４の初期化を行
う。このとき、消毒液用トレー１２の収納部１２０には空の主剤ボトル６Ａが収納されて
いるが作業メモリ９４には第１検出部１２３＝ＯＦＦ、第２検出部１２４＝ＯＦＦ」が記
憶される。また、ロックスイッチ２ａもロック状態であるが、作業メモリ９４には「ロッ
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クスイッチ＝ＯＦＦ」が記憶される。
【０１１９】
　ステップＳ２において制御部９０は、ロックスイッチ２ａのロック状態を解除する制御
信号を出力して、ロックスイッチ２ａのロック状態を解除する。すると、ロックスイッチ
２ａのロック状態が解除されることによって、該ロックスイッチ２ａからのロック信号の
出力が停止される。このとき、作業メモリ９４には「ロックスイッチ＝ＯＦＦ」が記憶さ
れる。
【０１２０】
　この後、制御部９０はステップＳ３に示すボトル検出処理に移行する。ボトル検出処理
は、収納部１２０のボトルの有無を確認する処理であり第１検出部１２３がＯＮであるか
否かを判定する。第１検出部１２３がＯＦＦからＯＮに切り替わったら、ステップＳ４の
ボトル判定処理に移行する。即ち、制御部９０は、第１検出部１２３がＯＦＦからＯＮに
切り替わるまでの間、待機状態になる。
【０１２１】
　その間、前記消毒液調合ボタン１３ｇを操作したユーザーは、消毒液用トレー１２を装
置本体２の前方へ引き出す。そして、消毒液用トレー１２の収納部１２０に収納されてい
る空の主剤ボトル６Ａを取り出す。すると、作業メモリ９４は「第１検出部１２３＝ＯＦ
Ｆ、第２検出部１２４＝ＯＦＦ」が記憶される。　
　その後、空の主剤ボトル６Ａを収納部１２０から取り出したユーザーは、薬液が貯留さ
れている主剤ボトル６Ａを収納部１２０に収納する。
【０１２２】
　このとき、ユーザーが図９に示すように消毒液用トレー１２の収納部１２０に主剤ボト
ル６Ａを配置した場合には、第１検出部１２３から制御部９０に第１検出信号が出力され
る。一方、ユーザーが主剤ボトル６Ａとは異なるボトルを誤って収納部１２０に配置して
しまった場合には、前述とは異なる検出信号が制御部９０出力される。例えば、制御部９
０に第１検出部１２３からの第１検出信号と、第２検出部１２４からの第２検出信号とが
出力される。
【０１２３】
　すなわち、ユーザーが収納部１２０にボトルを収納すると、ボトルの種類にかかわらず
、第１検出部１２３はＯＦＦからＯＮに切り替わる。このことによって、制御部はステッ
プＳ４に移行し、作業メモリ９４には「第１検出部１２３＝ＯＮ」が記憶される。
【０１２４】
　ステップＳ４のボトル判定処理は、第２検出部１２３がＯＦＦであるかＯＮであるかを
判定する処理であり、ＯＦＦのときはステップＳ５に移行し、ＯＮのときはステップＳ２
１に移行する。
【０１２５】
　具体的に、ボトルが図９に示す配置状態においてはステップＳ５に移行し、ボトルが図
１０に示す配置状態においてはステップＳ２１に移行する。ステップＳ２１に移行すると
き、作業メモリ９４には「第２検出部１２４＝ＯＮ」が記憶される。
【０１２６】
　ステップＳ２１は誤ボトル告知処理であり、制御部９０は、例えば、警告音の発報の開
始を指示する発報信号を図示しないブザーに出力して、ブザーから警告音を発報させる。
この後、制御部９０はステップＳ２２の誤ボトル取り外し処理に移行する。
【０１２７】
　誤ボトル取り外し処理は、制御部９０によって、第１検出部１２３及び第２検出部１２
４が共にＯＦＦに切り替わるか否かを判定し、切り替わったことを判定したなら、ステッ
プＳ２３の告知停止処理を行い、ステップＳ３のボトル検出処理に移行する。
【０１２８】
　ボトルを収納部１２０に主剤ボトル６Ａとは異なるボトルを配置したユーザーは、ボト
ルの配置と略同時にブザーから警告音が発報されることによって、瞬時に収納部１２０に
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配置したボトルが主剤ボトル６Ａではなかったと判断できる。その後、ユーザーは、収納
部１２０から異なるボトルを取り出し、その代わりに、主剤ボトル６Ａを収納部１２０に
配置する。
【０１２９】
　この間、作業メモリ９４には「第１検出部１２３＝ＯＦＦ、第２検出部ＯＦＦ」が記憶
され、その直後には、「第１検出部１２３＝ＯＮ、第２検出部ＯＦＦ」が記憶される。
【０１３０】
　なお、ステップＳ２１からステップＳ２２に移行する間に、ステップＳ２１ａに示すロ
ック処理を行うようにしてもよい。ステップＳ２１ａに示すロック処理は、フリー状態の
ロックスイッチ２ａにロック状態に切り換える制御信号を出力する処理である。即ち、収
納部１２０に緩衝剤ボトル６Ｂが収納された状態において、ロックスイッチ２ａがロック
状態に切り換わることによって、消毒液用トレー１２の装置本体２側への押し戻しが不可
能な状態になる。この場合、ロックスイッチ２ａのロック状態は、ステップＳ２２の後に
解除される。
【０１３１】
　ステップＳ５は、ロック信号検出処理である。ロック信号検出処理は、制御部９０によ
ってロックスイッチ２ａから出力されたロック信号の有無を検出する処理であり、ロック
スイッチ２ａがＯＦＦからＯＮに切り替わったなら、ステップＳ３１の主剤水位検出処理
に移行する。即ち、制御部９０は、ロックスイッチ２ａがＯＦＦからＯＮに切り替わるま
での間、待機状態になる。
【０１３２】
　その間、主剤ボトル６Ａを収納部１２０に収納したユーザーは、消毒液用トレー１２の
装置本体２側への押し戻しを行う。そして、消毒液用トレー１２が装置本体２内に所定状
態に納められると、閉塞部６ｈの薄肉部６ｉが閉塞部開放部１２７によって突き破られて
、前記図１１に示すように主剤ボトル６Ａ内の薬液が薬液タンク５８内に供給されていく
。また、このとき、作業メモリ９４には「ロックスイッチ＝ＯＮ」が記憶される。
【０１３３】
　その後、ユーザーは、主剤ボトル６Ａ内の薬液が薬液タンク５８内に排出されている間
に、緩衝剤ボトル６Ｂ又は他の容器に所定容量だけ貯留されている緩衝剤液を洗浄消毒槽
に注ぐ。この後、ユーザーは、メイン操作パネル２５又はサブ操作パネル１３上の例えば
表示部に、消毒液の調合が終了したことが告知されるまでの間、待機状態になる。
【０１３４】
　ステップＳ３１の主剤水位検出処理は、主剤ボトル６Ａから薬液タンク５８内に供給さ
れている薬液が第２電極センサ８１ｂに到達して、該第２電極センサ８１ｂから第２電極
信号を出力するまで行われる。制御部９０は、第２電極信号を検出すると、ステップＳ３
２の緩衝化剤貯留確認処理に移行する。
【０１３５】
　ステップＳ３２の緩衝化剤貯留確認処理は、制御部９０に緩衝化剤容量検出センサ１３
２から貯留状態であることを知らせる緩衝剤液検出信号が出力されているか否かを確認す
る処理であり、緩衝剤液検出信号を確認した場合にはステップＳ３３の消毒液調合処理に
移行し、該緩衝剤液検出信号を確認できなかった場合には緩衝剤液を洗浄消毒槽４に注入
することをユーザーに促すステップＳ３４に示す注入告知処理に移行する。
【０１３６】
　ステップＳ３４の注入告知処理において、制御部９０は、例えば、警告音の発報の開始
を指示する発報信号を図示しないブザーに出力して、ブザーから警告音を発報させるとと
もに、メイン操作パネル２５又はサブ操作パネル１３上の表示部に緩衝剤液を槽に注入す
ることを促す指示を表示させる制御を行い、ステップＳ３２に移行する。
【０１３７】
　ステップＳ３３の消毒液調合処理は、混合水位検出処理と消毒液水位処理とを備え、第
４電極センサ８１ｄから出力される第４電極信号を検出するまで続行される。制御部９０
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は、ステップＳ３３において第４電極信号を検出すると、ステップＳ３５に移行する。
【０１３８】
　なお、混合水位検出処理は、薬液タンク５８内に供給された主剤ボトル６Ａの薬液に対
して洗浄消毒槽４内の緩衝剤液を混合した二液混合液の水位を検出する処理である。混合
水位検出処理において、制御部９０の制御の基、第６電極センサ８１ｆから第６電極信号
が出力されるまでの間、薬液タンク５８内に図１２に示すように洗浄消毒槽４内の緩衝剤
液が供給される。具体的に、制御部９０は、排水口５５を通過して洗浄消毒槽４内の緩衝
剤液が薬液タンク５８に流れ込むように切替弁５７を開く制御を行う。そして、制御部９
０は、第６電極センサ８１ｆから出力される第６電極信号を検出すると、消毒液水位検出
処理に移行する。
【０１３９】
　本実施形態における消毒液検出処理は、薬液タンク５８内に供給された主剤ボトル６Ａ
の薬液と緩衝剤液との二液混合液と希釈液である水との混合液である消毒液の水位を検出
する処理である。消毒液検出処理において、制御部９０の制御の基、第４電極センサ８１
ｄから第４電極信号が出力されるまでの間、薬液タンク５８内に水道水が供給される。具
体的に、制御部９０は、給水電磁弁１５を開く制御、３方電磁弁１０を給水ノズル２４側
に連通させる制御を行う。そして、制御部９０は、第４電極センサ８１ｄから出力される
第４電極信号を検出すると、給水電磁弁１５を閉じる制御、切替弁５７を閉じる制御を行
って、ステップＳ３５に移行する。
【０１４０】
　ステップＳ３５は調合完了告知処理であり、制御部９０は、ユーザーに消毒液の調合が
終了した旨を告知するために、メイン操作パネル２５又はサブ操作パネル１３上の例えば
表示部に、消毒液の調合が終了した旨を告知する制御を行うとともに、告知音の発報の開
始を指示する告知音発報信号を図示しないブザーに出力して、ブザーから告知音を発報さ
せる。このことによって、第２消毒液調合プログラムに基づく消毒液調合工程は終了とな
る。
【０１４１】
　このように、洗浄消毒槽４に緩衝化剤容量検出センサ１３２を設けることによって、主
剤を貯留する主剤ボトル６Ａと緩衝化剤を貯留するボトルとの形状を異なる形状にして、
緩衝化剤を貯留したボトルが消毒液用トレー１２の収納１２０に収容されることを防止す
ることができる。
【０１４２】
　また、ユーザーは、主剤ボトル６Ａの薬液が薬液タンク５８に供給されている間に、洗
浄消毒槽４に所定容量の緩衝剤液を注入することによって、その後、内視鏡洗浄消毒装置
１から離れて他の作業を行うことができる。　
　その他の作用効果は第１消毒液調合プログラムに基づいた手順と同様である。
【０１４３】
　なお、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸
脱しない範囲で種々変形実施可能である。 
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